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ドイツーブランデンブルク邦,ベルリン邦一における

初等科学教育

田中 賢二

ドイツのブランデンブルク邦とベルリン邦とに焦点を当て,初等教育段階における科学教

育の現状を,学習指導要領などを手がかりにして,明らかにした｡邦合併の模索,制度の共

通性,新しい概念の採用による学力向上策とを背景に,同じ枠組み,つまり,第 1-4学年

が教科 ｢事象教授｣のlつのテーマ ｢自然現象を解明する｣,第 5- 6学年が教科 ｢理科｣

で行われている｡事象教授における科学教育は伝統に支えられ統一の結果となったが,しか

し,理科では,テーマ枠はほぼ同じであるものの,そもそも,週授業時間数合計は異なって

おり,目標 (学習要請)や内容に至っては,同じになっていない｡
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l.はじめに

既に,筆者らは,ほぼ1980年代始めまでの (西)

ドイツの初等科学教育の変化や意味を,バイエルン

邦,ノルトライン･ヴェストファーレン邦,シュレ

スヴイヒ･ホルシュタイン邦に注目し,明らかにし

てきたl)2'｡また,1980年代中頃の時点で,東 ･西

ドイツの初等科学教育を,社会主義の理念とドイ

ツ･ワイマール期の教育伝統という視点から比較考

察してきた3)0

1990年の ドイツ統一は,東 ドイツが邦を復活し,

西ドイツに編入する形式をとった｡まず,いわゆる

西ドイツ化の中での初等科学教育の変遷を,旧東 ド

イツ地区のチューリンゲン邦に焦点を当て,次に,

チューリンゲン邦の南隣,旧西 ドイツ地区 ･バイエ

ルン邦に再び焦点を当て,初等科学教育の変遷を,

さらに,チューリンゲン邦の北隣,旧東 ドイツ地

区 ･ザクセン･アンハルト邦の初等科学教育の変遷

ち,明らかにしてきた4'5)6)｡

引き続き,本稿の具体的な目的は,ザクセン･ア

ンハルト邦の東隣に位置しているブランデンブルク

邦とベルリン邦とに焦点を当て,初等教育段階にお

ける科学教育の現状を,2邦の基礎学校学習指導要

領 (2004･2008)など7'-17)を手がかりにして,明

らかにすることである｡

なお,連邦構成16邦の一つ,ブランデンブルク

邦 (邦都ポツダム)は,連邦首都でもあるベルリン

(都市邦)を取 り囲んでいる｡この2邦は,いわゆ

る旧東ドイツ地区 (西ベルリンを除く)であり,全

体で,人口は千葉県に,面積は岐阜 ･長野 ･群馬県

とを合わせた面積に,ほぼ相当している｡

Il.枠組み

ブランデンブルク邦とベルリン邦とは,ベルリン

邦とブランデンブルク邦との合併に関する邦間条約

(再編条約)に調印 (1995) したが,住民投票

(1996)結果に基づき,合併は頓挫した｡それでも

なお,様々な分野で協力 ･連携や機関の合併を進め

てきている｡

例えば,学校教育分野の協力では,表1のように,

基礎学校諸教科に関する学習指導要領の共同開発 ･

公表 (2004)を行ってきた｡2邦に加えて,旧東 ド

イツ地区のメクレンブルク ･フォア-ボンメルン邦

(邦都シュヴェリーン)と旧西 ドイツ地区のブレー

メン (都市邦)の計 4邦の共同開発であったが,実

際は,係わった教科数で異なり,ブランデンブルク

邦とベルリン邦とのみが,全 9教科で協力した｡
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表 1 基礎学校諸教科に関する学習指導要領の 4邦共同開発 (-2004)

1 2 3 4 l参加邦 タイ
ブランデンブルク ベルリン ボンメルン ブレーメン 敬 プ

1 Deutschドイツ語 参 加 参 加 参 加 参加 4 1

2 Mathematik数学 参 加 参 加 参 加 参加 4

3 Kunst造形 参 加 参 加 参 加 3 2

4 Musik音楽 参 加 参 加 . 参 加 3

6 Sportスポーツ 参 加 参 加 参 加 3

7 Geogra丘e地理 参 加 参 加 2 3

8 Geschichte歴史 参 加 参 加 2

9 PolitischeBildung政治 参 加 参 加 2

教育機関の合併では,両邦の学校 ･メディア研究 いて,このような邦立教育研究所の合併は始めての

所が,2007年に合併 し,一つの教育研究所,ベル ことである｡

リン-ブランデ ンブルク邦立学校 ･メディア研究 ブランデンブルク邦 とベルリン邦の邦憲法の教育

所 :DasLandesinstitutftlrSchuleundMedien 条項を対比 して示 した表 2でわかるように,共通性

Berlin-Brandenburgとなった｡ ドイツ (連邦)にお があ り邦の合併の妨げになるものではない｡

表 2 ブランデンブルク邦とベル リン邦の邦憲法の教育条項

ブランデンブルク邦憲法 ベルリン邦憲法

第29条 (教育の権利) 第20条

(1)すべての人間は教育の権利を有している○ (1)すべての人間は教育の権利を有している○邦は法律に
(2)邦は公的な教育機関を作り職業教育制度を支援する義 従って公的な教育機関に在学できるように支援するo

務を有する○ 特に,職業基礎教育が支援される○

ll. 1.学校制度 ハウプ トシューレ,レアールシューレ,総合制学校,

ブランデンブルク邦 とベルリン邦の学校制度は, ギムナジウムに)分岐するフォーク型学校制度であ

共に, 6･4･3制,前期中等教育段階か ら (3 る｡表 3は,両邦の学校教育法における初等教育段

檀 :総合制学校,上級学校,ギムナジウム,4種 : 階の学校,基礎学校条項 (冒頭部)である｡

表 3 ブランデンブルク邦 とベル リン邦の学校教育法における基礎学校条項 (冒頭部)

ブランデンブルク邦学校法 ベルリン邦学校法

第19条 基礎学校の教育課程 第20 基礎学校

(1)基礎学校の課題は,共通の教育課程で様々な学習前提 (1)基礎学校は,様々な学習出発状況と学習能力を持った
と学習能力とを持つ児童を支援し,自主的な思考 .学 全ての児童に,一般的な基礎知識と能力とを教えるo

習 .活動にとつての基礎が展開され,作 り上げる人間 自主的な思考 .学習 .行為 .活動の為の基盤や人間的
的な協力の中で経験が伝えられる○そうして,生活の な協力に必要な社会的能力を,育成する○基礎学校は,

中で,方向付けと行動への前提を得る○基礎学校は, 前教科的,教科別,教科枠を越えた,教科絵合的授業
幼稚園と学校での学習の子どもらしい形態との密接な によって,基礎的教育を与え,前期中等教育段階にお
協力のもと,教育課程-の意味ある導入を保証する○ ける更なる学習に児童を導く○基礎学校は,学校入学

- 62 -



ドイツーブランデンブルク邦,ベルリン邦一における初等科学教育

表 3でわかるように基礎学校にも共通性があ り,

邦の合併や学習指導要領の共同開発の妨げになるも

のではない｡ とりわけ, ドイツの多 くの邦で基礎学

校が 4年制であるのに対 して,共に 6年制で同じで

ある｡

ちなみに,基礎学校諸教科に関する学習指導要領

の共同開発に加わってきたメクレンブルク ･フォア

-ボンメルン邦は,4･6･3制であるが,中等教

育段階の諸学校の 3種別に依存 しないテ-オリエン

テーション段階 (通算呼称 5･6学年)があるので,

実際上では,ブランデンブルク邦,ベルリン邦 と同

じように,7学年か ら分岐するフォーク型学校制度

である｡また,共同開発に加わってきたブレーメン

邦は, 4 ･6･3制ない し6･4 ･3制で,中等教

育段階の諸学校 (3種)から分岐するフォーク型学

校制度である｡

Il.2.基礎学校週授業時間数

表4と5は,ブランデンブルク邦 とベルリン邦の

6年制基礎学校の週授業時間数である｡

表 4 ブランデンブルク邦の基礎学校の週授業時間数

UnterrichtsfacherJLembereiche教科 1.2学年 3.4 5.6

Deutschドイツ語 12 13 10

Sachunterricht事象教授 6 6

ErsteFremdsprache第一外国語 6 8

Mathematik数学 8 10 8

Lernbereich:Naturwissenschaften(Biologie,Physik)理科 (生物,物理) 6*

wirtschaft-Arbeit-Technik(W-A-T)経済-労働-技術 2

Lembereich:Gesellschaftswissenscha此en(Geografie,GescⅠ血hte,PolitischeBildung) 6*

社会科 (地理,歴史,政治)

Lembereich:ASthetik(Musik,Eunst)美学 (音楽,造形) 4* 8* 8*

Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde生活-倫理-宗教 2

Sportスポーツ 6 6 6

schwerpunktgestaltung重点 4 2 6

SUmme計 40 51 62

注)生物 ･物理は教科理科に,地理 ･歴史･政治は教科社会に,音楽 ･芸術は教科美学に,総合される｡
*全ての分野が,バランスよく,考慮されるべきである｡

表 5 ベル リン邦の基礎学校の週授業時間数

Untemichtsfach教科 1学年 2 3 4 5 6

Deutschドイツ語 (6)13(2)(5) (7)14 (2)(5) 7 7 5 5

SachUnterricht事象教授 3 5

Mathematik数学 5 5 5 5

Kunst造形 2 2 2 2 2 2

Musik音楽 2 2 2 2 2 2

sport2) スポーツ 3 3 3 3 3 3

Fremdsprache外国語 2 3 4 5

Naturwissenschaften3) 理科 4 4

Geografie4) 地理 3 3

Geschichte/PolitischeBildung4) 歴史/政治

Schwerpunktbildung5) 重点形成 o/16) 2 2

注)

1)入学期の括弧内の数倍は,また,3-4学年の国語 ･事象教授に示した時間数は,標準値である｡
3)教科理科には,生物 ･物理 ･技術 ･化学の内容が,分野枠を越えて結びつけられている｡
4)授業はそれぞれ時期を定めて重点的になされるべきである｡
5)学校内の重点に役立つように選択必修である｡
6)会話支援の為に付加的に挿入される週授業時間数は,ドイツ語語を母語としない児童が40%を越える学校にのみ該当する｡
7)計の中に,学年当たり少なくとも10単位時間が交通教育に,そして,3-4学年では自転車試験に向けて児童の実際の練
習に,使われる｡

8)学校法13条 5項に従い,標準授業時間に, (毎年)週2時間の宗教ないし世界観授業が,追加配当されるL,
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表4,5の比較から,多くの共通点を読み取るこ

とができる｡例えば,

●国語が筆頭教科である｡

●事象教授は第2位教科で, 1- 4学年の過授業

時間数の計は12である｡

●理科は5-6学年で,スポーツは全学年で,磨

史 ･地理 ･政治は5-6学年で,外国語は3学

年から,設置されている｡

●学校裁量部分がある｡

●6ヶ年にわたる週授業時間数の計は,153である｡

●5- 6学年のいわば理科と社会の週授業時間数

は,合計14である｡

翻って,相違点には,次のようなもの (ブラン

デンブルク邦対ベルリン邦)がある｡●2学年毎か学年毎かという週授業時間数指示区分｡

●教科分野構成 (Unterrichtsfacher/Lernbereiche)

の採用有無｡

●生活一倫理一宗教 (5- 6学年)の有無｡

●経済一労働一技術 (5- 6学年)の有無｡

●理科の週授業時間数計 6か8｡なお,ベルリン

邦になくブランデンブルク邦にある経済一労

働一技術の2を理科に加えると,両邦で同じ週

授業時間数計8となる｡

●理科で考慮される分野 :生物と物理,あるいは,

生物 ･物理 ･技術 ･化学｡

かつて,東 ドイツの第 5･6学年における科学教

育は,理科でなく第5学年から生物 (週授業時間数

名 2),第6学年から物理 (週授業時間数 3)でな

されていた'7､｡旧東 ドイツ地区のブランデンブルク

邦の第5･6学年における科学教育 (理科)の分野

生物と物理は,旧東 ドイツの名残であるといえる｡

しかし,週授業時間数の計では, 7から6に減少し

ていることになる｡なお,西 ドイツでは,教科生物,

物理,化学の履修開始学年は,伝統的に,第5,8,

9学年の順であった｡

結局,共に旧東 ドイツ地区であったブランデンブ

ルク邦とベルリン邦の初等教育段階,6年制基礎学

校における科学教育は,第1-4学年における事象

教授における科学教育と第5- 6学年における科学

教育 (理科)とに分けて見ていくことになる｡

Ill.初等科学教育

Hl.1.新しい概念 :スタンダー ド･資質能力 (コ

ンビテンシー) ･学習要請

さて,第1-4学年における事象教授と第5- 6

学年における科学教育 (理科)の学習指導要領に目

を移す前に,新しい概念に触れておかなければなら

ない｡

表6は,ベルリン邦の第5-6学年における科学

教育 (理科)の学習指導要領に示された新しい目標

(学力)観 :スタンダー ドStandardsと資質能力

(コンビテンシー)Kompetenzenである｡

冒頭,スタンダードの部分は,ブランデンブルク

邦の第5-6学年における科学教育 (理科)の学習

指導要領にも,また,ベルリン邦とブランデンブル

ク邦の第 1-4学年における事象教授の学習指導要

領でも,ほぼ同じように示されている｡

それ (スタンダード)に続く部分は,プロセス関

連のスタンダードProzessbezogeneStandards15,

基礎的な概念 と内容 とに関連 したスタンダー ド

Basiskonzept-undinhaltsbezo9eneStandards12に

区分して示されている第5-6学年における科学教

育 (理科)の計27のスタンダードである｡

一方,ブランデンブルク邦の第5-6学年におけ

る科学教育 (理科)のスタンダードは,2区分にさ

れておらず,計16である｡その内で,ブランデン

ブルク邦にもベルリン邦にも完全同文が4,部分的

に一致しているものが6つある｡

共通部分は,知識や概念の記憶 ･再生でなく表

現 ･活用 ･判断する力の養成に関わっており,その

ような側面の重視をうかがい知ることができる｡

ベルリン邦の基礎的な概念と内容とに関連したス

タンダー ド12のどの一つとして,ブランデンブル

ク邦の第5-6学年における科学教育 (理科)のス

タンダードには該当するものがない｡そもそも,ブ

ランデンブルク邦の第5-6学年における科学教育

(理科)は,基礎的な概念と内容をスタンダー ドと

して挙げていないことを意味している｡

学力向上と確実性を狙って,また,いわば学力概

念の問い直しによって出されてきた概念 :スタンダ

ード･資質能力 (コンビテンシー)は,新しい流れ

である｡

Standards (スタンダー ド)は,英語からでもわ

かるように,ある時期に行われる評価の基準という

機能の重視を反映し,それらの要素としてのいわば

pISA型学力やPISA的学力と喧伝されている資質能

力 (Kompetenz-Competence,コンペテンツ ･コ

ンピテンス ･コンビテンシー)が,到達Ej標として,

方向性を定め,評価の透明性に寄与させようとして

いる｡これらは,検討され,更新されねばならない

暫定的なものと見なされている｡そして,現に,ベ

ルリン邦とブランデンブルク邦の第5-6学年にお

ける科学教育 (理科)のスタンダードは,同じでは

ない｡

表 7は,学習指導要領において示 されている

Inhalte(内容)の指示についての解説である｡ベル
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表 6 新 しい目標 (学力)戟 :スタンダー ドと資質能力 (コンビテンシー)

-ベルリン邦の第 5-6学年における科学教育 (理科)を中心にして-

standardsスタンダード (第1-4学年の場合には,括弧内に替わり,下線部分がない)

児童生徒の学力向上を考える資質能力 (コンビテンシー)モデルの開発は, ドイツで始まったばかりである,考

えられた資質能力 (コンビテンシー)区分と学力向上とは,様々な経験と実際的な分析に従って宝麹塾に検討され,
更新されねばならないだろう｡それ故に,暫定的なものと見なされる｡
以下のスタンダードは,更なる学習を成功裏に進めることを可能に (保証)するために,児童が自然科学 (事象

教授)において基礎学校卒業までに期待されねばならない資質能力 (コンビテンシー)である｡

第6学年修了までのスタンダード 計27
(文末の**は,ブランデンブルク邦の場合にも完全同文があること,文末の*はブランデンブルク邦の場合に部

分一致した文があることを示した｡)

プロセス関連のスタンダード 15

児童は

一 自然科学の現象を観察し,日常用語と専門用語を使って記述する**
一 自然と技術とから事例で簡単な専門概念を見出す*
一 自然科学の予測に際して,観察 ･説明を区別する*
-簡単な分析を展開し,実施する
一実験に際して定数と変数とを区別する**
-観察実験器具を適切に状況に合わせて使う
一 自然科学的研究に際して安全性と環境要素とを考慮する
一測定データを記録し,図表に示す*
一 自然科学のスケッチを完成する*
一 自然科学の現象の説明に,モデルを展開し利用する*
- 目的に合わせて様々なメディアと原典から情報を解明する*
一 自然科学の問題と推論とを一緒に展開する**
一議論に際して自然科学的検討方法を関連付ける
一認められた研究ルールを守り,独自の約束を結ぶ
-結果の表現に適切なプレゼンテーションの方法を使う**

基礎的な概念と内容とに関連したスタンダード 12

児童は
一 日常の基礎的物質の特性を記述し,目的にあった使周を説明する
-化学反応でもって物質の変化を調べ,記述する
一物質の物理学的変化を調べ,記述する
一簡単な粒子モデルでもって,物質の構造を説明する
- 自然と技術とからの事例に仕事 ･エネルギー変換の原理を応用する

一事例で体系間の相互作用を記述する
一 自然と技術とで構造と機能との関係を説明する
-動物と植物の典型的な差異,類似,共通性を示す
-事例で生物の生活圏の条件への適応を示す
一生物内の典型的な系とその機能とを記述する
一健康増進と阻害との方法を事例で挙げる
一人間の性の多様性を記述する

リン邦とブランデンブルク邦の第 1-4学年におけ

る事象教授,第 5-6学年における科学教育 (理科)

の 4つの学習指導要領で,同じである｡

Ziel(goal,aim,target) 目標 に替 えて,

Anforderungen(demand,requirement)学習要請を

使用 している｡従来の ｢すべきである｣という表現

でなく ｢する｣に替わっていく｡

新 しい概念 :資質能力 (コンビテ･ンシー),その

要素としてのこの学習指導要領で考えられている学

習の目標 (zieldesLernens)としての行為コンビ

テンシーHandlungskompetenzと4つの事象コンビ

テ ンシーSachkompetenz,方法 コンビテ ンシー

Methodenkompetenz,社会コンビテンシーSoziale

Xompetenz,パーソナルコンビテンシーPersonale

Kompetenzが,教科枠にとらわれない視点,教科や

テーマを越えた関連への注 目を要請し,また,学習

時間の裁量枠を後押 ししている｡

日.2.第 1-4学年における科学教育 :事象教授

におけるテーマ自然現象を解明する

表 8のように,ブランデンブルク邦 とベルリン邦

とで,事象教授内のテーマの数もテーマ名も同じで

ある｡
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表 7 内容の指示 (解説)-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一

1.5内容

Anforderungen*¥Sii:
資質能力 (コンビテンシー)の獲得は常に内容に関係している｡それ故に,テーマに関係づけられている学習要

請と内容は,その都度2ケ年毎に示されている｡学習要請は拘束性をもつ｡その都度のテーマがスタンダードの達
成に如何に寄与しているかを,記している｡
必修内容と選択内容 :
必修的な内容に加えて学習指導要領は選択的な内容への捷案も含んでいる｡斜体で示されている｡その選択や発

展を学校固有のカリキュラム作成の際に決定する｡学校や地域,特に,児童の興味 ･要求にとって意味のあるテー
マが考慮される｡全体で,学校の学習時間数が,6割を必修的な内容に,4割を選択 ･発展的内容あるいは個別学
習の定着に配当されよう考えられるべきである｡
佃のテーマ･教科との関連 :

児童は,身の回りの実際を教科に従い整理せず,むしろ様々な展望から,そして,複雑な現象として認識する｡
授業では,基礎学校時代を通じて,教科構造になり,また,教科内のまとまりも目指される｡同時に,教科枠を越
えた学習や教科内関連的な学習を可能にするプロジェクト学習形態が,展開される｡テーマとの関連(日)と教科と
の関連(i)は学習指導要領に指示されている｡

表 8 事象教授のテーマ
ーブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一

既有経顔 教秤別撹莱第56学午l

>sicE8S=eZsi.7ahmehmen

l

>fT79amLmftn=libin.る

l

>苫還 宗 o#mF"nieamc"ieBen

J
RAumeentdecken

空間を発見する

l

>Z*e品utn;GkeS%C芸citivaentehen

l

>TJieg宕謡 等 n

l

>竺晋 ef7nu蒜 ,nmする

結局,ブランデンブルク邦とベルリン邦との第 1

-4学年における科学教育は,同一で,事象教授に

おける7つの中で,一つのテーマ ｢自然現象を解明

する｣で行われていると見なしてよいだろう｡

ブランデンブルク邦とベルリン邦との第 1-4学

年における科学教育,事象教授における一つのテー

マ ｢自然現象を解明する｣の学習要請 ･内容が,衣

9である｡

表10は,事象教授における7テーマ別の学習要

請項目の数とその割合 (%)である｡

表11は,事象教授における科学教育 :テーマ 自

然現象を解明するの 7大項目別の学習要請の数とそ

の割合 (%)である｡

表 9でわかるように,事象教授における科学教

育 :テーマ 自然現象を解明するにおいて,関連 し

ていると指示 しているテーマ (>)は計12件,教

料 (≫)は計 3件,合わせて15件である｡逆に,

テーマ 自然現象を解明するを関連していると指示

しているテーマ自分に気づ くで 1件,テーマ時間と

表 9 事象教授における科学教育 :テーマ自然現象を解明するの学習要請 ･内容
-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一

学習要請 内容 (AJ#は選択的内容)

1.2学年

Tiere動物

-動物とその特徴とを挙げる 身の回りの動物ペソF,家畜

-動物の振る舞いを観察,記録,読み取る 動物の生活様式と必要物,房の兼併クとJ野育

-人間と動物の関係を事例で示す 動物園/動物パーク/農場見学

pflanzen植物
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-植物の構造を比較する 梶,塞,莱,花

-植物の成長と変化を観察,記録する 季節変化における植物発芽実験/軌密での園芸ヂ

-植物の世話を責任を持って行う 室内植物学#W,学歴緒 での粛啓

Biotopビオ トープ

-季節の替わり目に動植物の多様性を観察,探す 幾つかのビオ トープ草原;At@,E,犀G,#,森 ,噺好
Wetter天気

-天気を観察,記録する 天気図温度天気記号j#腰静を東泉農家

-温度を測定する 様々な温度計

-天気に合わせて衣服を選ぶ 判断基準

Wasser水

-水の特性を示す 知覚晩 色,憂い,磨 き

-生物にとつての水の意味を明らかにする 人間,動物,植物の水需要康彦 での水水の励#患歯の水鹿///水膚の_生き疹穿t今,虜々彦_丈姥での水府好>時間と歴史を理解する>空間を発見する

-物体の浮き沈みを調べる 実験

Feuer*

-火の特性を知り,記す 光と熟利用の可能性>時間と歴史を理解する

-火をうまく扱う 管理されていない火の危険性Uクソクの原産,曹防暑易学>いっしょに生活する

AkustischePhanomene音の現象

-物音を特定する 通りでの物音心彪よい5,よ{771い穿虚像 を/示す穿

-物音を出す 様々な物の音質者の君慮:餅 ビー,/I/巌 オ,̂L,ガ ン≫音楽

OptischePhanomene光学現象
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Magnetismus磁気

-磁石で実験する 磁性体と非磁性体威石窟が ､

3.4学年

Tiere動物

-動物の住みかへの適応を調べ,記録する 様々な住みかにいる動物.屠A,磨,原生乾 ,a,腐究彪疹

-有用な動物の振る舞いを示し,記録し,評価する 有用な動物の生命維持虜親 展 縁家 屠,///.屋r密秦厨房の願 と願
Pflanzen植物

-植物の成長条件を実験で確定し,記録する 栽培地と植物の成長学歴園

-植物の危機の原因を知 り,保護の手だてを考える 自然への人間の関与i虜磯 1度g窮 hhtJLTJ,:変適,彪M,腰冴併合

-植物の繁殖の可能性を記し,実現させる 種,種芋,挿し木

-植物を特徴に従い比較し,分類する 植物の同定GjE-

Biotopビオ トープ

-動植物の生命維持条件とビオトープとの相互依存とを調べ,記録する 生命の継続,維持にとってビオ トープの意味

-ビオ トープの危機を論じる ビオトープ-の人間の関与腰臓 河〝の彪'存冴@,,呼〝の座礁 葺身卓者の屠′筑 石見 象石窟ク,@BJ#ft皮疹

Wetter天気

-天気の要素を測定横器を使って行い,記録 し,読み取 天気図

る 温度,雲量,降水,風,jF東予#携好摩水と風砕とのii=FME#涼夏T>技術を把握する

-天気予報から自分の振るまいの方向を導く

-天気と人間の依存性を少なくする技術的発展とその影 被服,冷暖房装置,絶縁

響とを記す 水の密度 7;の願 の庚委宕@,戯…J#と空有芽と今,J1-=55の ノ̂野全店での′右京>時間と歴史を理解する

Wasser水

-実験によって水の状態変化を確認する 集合状態溶媒としての水盛凄, 顔水の循環>空間を発見する

-上下水道施設を知り,描写L,理解する 水道,浄水脚 の上下水題●

Feuer火

-火災発生原因と防止法を知る 火災防止処置磨′火一好男のj4'A{
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>いっしょに生活する

AkustischePhanomene音の現象

-雑音防止と物音削減との方法を描写する 雑音防止交適の屠5,度二者潜5,崖扉の#孝,学歴■の腰者潜ま速断>自分に気づく

OptischePhanomene光学現象

一目の錯覚を知り,描写する 色相環色の変化,コピー

Magnetismus磁気

-磁力を確かめる ｢磁石の作用天然磁石と人工磁石5/A,勅 題雅プンノ103の搾成一>技術を把握する>空間を発見する

表10 事象教授におけるテーマ別の学習要請項 目数 と割合 (%)

-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一

テーマ 1.2学年 3.4学年 蘇 %

1 自分に気づ く 6 7 13 9.09

2 いっしょに生活する 7 ll 18 12.59

3 自然現象を解明する 20 20 40 27.97

4 空間を発見する 9 8 17 ll.89

5 時間と歴史を理解する 6 8 14 9.79

6 技術を把握する 7 9 16 ll.19

7 メディアを利用する 12 13 25 17.48

表11 事象教授における科学教育 :テーマ 自然現象 を解明するの大項 目別の学習要請項 目数 と割合 (%)

-ブランデンブルク邦とベルリン邦とで同一

大項目 1.2学年 3.4学年 計 % 分野%

1 動物 3 2 5 12.5弓生物40.0

3 ビオトープ 1 2 3 7.5

5 水 3 2 5 12.5 化学22.5

6 火 2 2 4 10.0

7 音の現象 2 2 4 10.0 物理22.5

8 光学現象 1 2 3 7.5

9 磁気 1 1 2 5,0

計 20 20 40 100.0 100.0
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表12 事象教授におけるテーマ別,関連/被関連テーマ指示 (延べ)敬,その解釈

-ブランデンブルク邦 とベル リン邦 とで同一

自分にいっしょに自然現象を空間を発 時間と歴史技術 を把 メディアを解釈

気づく生活する 解明する 見する を理解する 握する 利用する

関連されているとするテーマ指示数 3 ll 3 5 6 6 0発展性の大きさ

差 0 -6 9 1 0 - 5 1 発展より基本に傾 く特.性の程度

歴史を理解するで 2件,計 3件である｡表 13は,

事象教授におけるテーマ別,関連/被関連テーマ指

示 (延べ)敬,その解釈である｡

事象教授における科学教育 (テーマ 自然現象を

解明する)は,学習要請項 目数は計40,割合にし

て 3割近 く (40/143)を占め,7テーマ内において,

最大の位置を占めている｡(表 10より)

9大項 目別を4分野 (物理 ･化学 ･生物 ･地学)

に分けるとすると,その学習要請項 目数の割合は生

物が多 く地学が少ない (表11より)

事象教授 における科学教育 :テーマ 自然現象を

解明するは,他のテーマに比べれば,発展 より基本

に傾 く特性の程度 も複合性の程度 も大 きい といえ

る｡(表 12より)

かつて,東 ドイツの第 1-4学年における科学教

育,｢郷土科｣における科学教育が,学習内容の構

成領域の融合 とかその主要な構成要素 といった内容

形態や生物 を中心的に扱 うといった学習内容 など

で,西 ドイツの ｢事象教授｣における科学教育 と共

通性がみ られた3)｡この伝統を踏まえて,旧東 ドイ

ツ地区の両邦の事象教授における科学教育の統一は

問題なく進んだといえる｡

Ⅲ.3.第 5-6学年における科学教育 :理科

表 13は,ブランデンブルク邦 とベルリン邦 との

第 5-6学年における科学教育 (理科)のテーマ一

覧である｡

表14は,第 5-6学年における科学教育 (理科)

のテーマ別の学習要請項目の数と割合 (%)である｡第 5-6学年における科学教育 (理科)のテーマ

表13 ブランデンブルク邦 とベル リン邦 との第 5-6学年における科学教育 (理科)のテーマ

ブランデンブルク邦 * ベル リン邦

辛象教揺 教料別揺莱中等教育段階

第 5.6学年 isen

> "aturwisse嵩 等hme忘e%nk:競 憲 ibwe

> URmiFg琵欝 taSko宗 設書lbg

> wEejf品 G_r諾,;,nkW#eltdesmeine

> Kg646rPe_rkG冨u_n3edh;it-Entwicuung

> ;6%rp;rau&dBewegung

> %anfe;-蒜iT;蒜 nsaume> %anfe;-蒜iT;蒜 nsaume

*最初に授業されるべき ｢自然科学的思考･学習方法｣を除き,テーマ取扱いの順序は変更可能である｡
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表14 ブランデンブルク邦とベル リン邦との第 5-6学年における科学教育 (理科)のテーマ別の学習

要請項目数と割合 (%)

ブランデンブルク邦 学習要請項目

テーマ 敬 %

1 自然科学的思考 .学習方法 ll ll.58

2 日常における物質の扱い 19 20.00

3 巨大世界一微小世界 20 21.05

4 身体-健康-発育 15 15,79

5 物体と運動 16 16.84

6 植物-動物-生態城 14 14.74

数は 6で同 じであるが,違いはブランデ ンブルク

邦 :自然科学的思考 t学習方法の換わりに,ベルリ

ン邦 :太陽一天気 一四季である｡テーマ名が同じで

も学習要請項 目数が必ず しも同じであるわけでない

が,合計では95と92とになり,若干の違いとなる｡

既に,週授業時間表 (表 4,5)の対比から明ら

かにしてきた,ブランデンブルク邦 とベルリン邦の

理科 (5- 6学年)の相違点一週授業時間数計 6か

8,考慮 される分野 :生物 と物理,あるいは,坐

物 ･物理 ･技術 ･化学 -から,検討を進める｡

過授業時間数計の違いに拘わらず,テーマ数が同

じで,テーマ名もほとんどが同じであるので,それ

ぞれのテーマ,項目について,同一の授業時数が想

定されていないことは,明らかである｡

共通テーマ 5組が生物,物理分野であると,理解

しなければならない｡一方,異なるテーマ 1組の内,

ベルリン邦の太陽-天気 一四季を,技術 ･化学分野

であると理解 しなければならないが,該当している

といえるものではない｡

同一のテーマに注 目し,具体的に学習要請 ･内容

を比較 してみる｡同一のテーマであ り,学習要請数

が若干違っている,例えば,物体 と運動において学

習要請の共通部分,内容の共通部分は少ない｡関連

指示からも共通性の少なさを確認できる｡同一のテ

ーマであり,学習要請数が20で同じある,例えば,

巨大世界一微小世界においても,学習要請や内容が

異なる部分も少なくない｡

Ⅳ.おわりに

ドイツ連邦共和国のブランデンブルク邦 とベルリ

ン邦とに焦点を当て,初等教育段階における科学教

育の現状を,基礎学校学習指導要領などを手がか り

にして,明らかにしてきた｡

両邦の初等教育段階における科学教育の統一に向

かう背景には,共に旧東 ドイツ地区の邦 として合併

ベルリン邦 学習要請項目

テーマ 敬 %

1 日常における物質の扱い 17 18.48

2 太陽-天気-四季 14 15.22

3 巨大世界一微小世界 20 21.74

4 身体-健康-発育 15 16.30

5 物体と運動 15 16.30

6 植物-動物-生態域 ll ll.96

の模索,共に 6年制基礎学校 という制度の共通性,

新 しい概念の採用による学力向上策があった｡

その枠組みは,学習指導要領の共同開発,邦立教

育研究所の合併によって促進され,第 1-4学年が

教科 ｢事象教授｣の 1つのテーマ ｢自然現象を解明

する｣,第 5-6学年が教科 ｢理科｣で行われるこ

とになった｡

事象教授における科学教育,テーマ ｢自然現象を

解明する｣は,9大項 目,40項 目か らな り,項 目

に関する複合性や分野の偏 りなどの伝統に支えられ

統一の結果となったo

Lかし,理科では6テーマからなり,テーマもほ

ぼ同じであるものの,そもそも,週授業時間数合計

は異なってお り,目標 (学習要請)や内容に至って

は,同じになっていない｡

なお,本論文は,第33回科学教育学会年会 (平

成21年 8月25日,同志社女子大学)において口頭

発表 した内容に,基づいたものである｡
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